
 

 雲南市民バス・だんだんタクシー等は、通学や通勤、通院、買い物など生活に必要な移動手段として、主に

自らの移動手段を持たない児童・生徒、高齢者の皆さまにご利用いただいています。 

Ⅰ．運行状況 

  広域バス「吉田大東線」    １路線（雲南市を縦断し各町を結ぶ幹線） 

  地域バス          １４路線（主に各町内を運行） 

                 １路線「大東松江乃木線」 

  デマンド型乗合交通     １５路線（だんだんタクシー・だんだんバス） 
 

Ⅱ．運行経費 

  市民バス等の運行には、約３億２千万円の経費を要し、一方運賃収入は約１千４百万円となっています。 
 

Ⅲ．傾向 

市民バス利用者数は、対前年度比１０５．４％の約１６７千人となっており、大東松江乃木線運行開始に

伴い全体の利用者は増加していますが、大東松江乃木線の利用者を除くと、概ね横ばいの利用者数となって

おり、各路線ともに伸び悩んでいる状況です。 
 

Ⅳ．運行の見直し廃止基準 

  見直し対象：１日の乗車人数が平均１.０人を下回る便 

  １日の乗車人数が平均１.０人を下回る極めて利用の少ない便については、次年度からの運行廃止を検討

することとしています。ただしスクールバスとして混乗運行している路線については、乗車人数に関わら

ず維持することとしております。 
 

Ⅴ．令和６年度の主な取組みと令和７年度の事業予定 

【令和６年度】 

 雲南市地域公共交通再編実施計画に基づく再編の実施 

 公共交通再編実施計画の見直し 

【令和７年度】 

 雲南市地域公共交通計画（案）の策定 

 公共交通再編（案）の策定 

 令和８年度～令和１０年度の市民バス運行委託プロポーザル実施 

 

市民バスダイヤについては、「２０２５年度版雲南市民バス時刻表」（３月末自治会配付）により 
ご確認ください。 

 

Ⅵ．市民バス等乗客者数の推移 

年度 大東地域 加茂地域 木次地域 三刀屋地域 吉田地域 掛合地域 広域 計(人) 前年対比（％） 

Ｒ４年度 48,700 11,342 26,039 14,048 3,438 2,886 52,653 159,106 96.9% 

Ｒ５年度 47,753 9,269 25,968 15,680 3,195 2,676 54,015 158,556 99.7% 

Ｒ６年度 54,676 10,530 24,575 14,521 2,575 2,500 57,805 167,182 105.4% 

前年度対比 114.5% 113.6% 94.6% 92.6% 80.6% 93.4.% 107.0%   

※各地域の乗客者数は、地域バスとデマンド型乗合交通の合計 

※大東地域はR6.10から運行を開始した「大東松江乃木線」を含む （参考：大東松江乃木線乗客数 6,576人） 

Ⅶ．市民バス使用料収入実績 

年度 計（円） 前年対比（円） 前年対比（％） 

Ｒ４年度 13,750,102 143,160 101.1% 

Ｒ５年度 13,543,554 △206,548 98.5% 

Ｒ６年度 14,189,236 645,682 104.8% 

※R6.10から運行を開始した「大東松江乃木線」を含む （参考：大東松江乃木線運賃収入 839,330円） 

市民バス等の利用状況について 

 

（単位：人） 

資料№１ 



■運行路線（便）毎の利用状況（令和4年度～令和6年度）

平均乗
車数
（人）

利用者
数（人）

運行回
数

（回）

平均乗
車数
（人）

利用者
数（人）

運行回
数

（回）

平均乗
車数
（人）

利用者
数（人）

運行回
数

（回）
1～4便計 6.8 6,306 934 ▲ 996 7.8 7,302 937 ▲ 23 7.8 7,325 936 平日運行　〔スクール混乗〕

1～4便計 11.7 10,904 934 773 10.8 10,131 937 947 9.8 9,184 936 平日運行　〔スクール混乗〕

1～4便計 6.1 5,722 934 212 5.9 5,510 937 ▲ 467 6.4 5,977 934 平日運行　〔スクール混乗〕

1～5便計 2.2 2,242 1,026 532 1.7 1,710 1,028 ▲ 107 1.7 1,817 1,053 平日＆第１，３，５土曜日運行

1～4便計 2.4 1,633 691 37 2.3 1,596 693 ▲ 226 1.8 1,822 1,015 平日＆第１，３，５土曜日運行　〔スクール混乗〕

1～4便計 5.8 5,410 934 ▲ 437 6.2 5,847 937 ▲ 585 6.9 6,432 934 平日運行　〔スクール混乗〕

1～4便計 4.1 3,837 934 207 3.9 3,630 937 ▲ 141 4.0 3,771 934 平日運行　〔スクール混乗〕

1～4便計 3.0 3,028 993 ▲ 69 3.2 3,097 979 ▲ 95 3.2 3,192 988 平日運行

1～4便計 2.1 2,001 964 ▲ 454 2.6 2,455 955 86 2.5 2,369 964 平日運行

1～5便計 3.5 3,537 1,015 718 2.8 2,819 991 ▲ 165 2.9 2,984 1,012 平日運行

1～4便計 2.0 1,429 724 ▲ 283 1.9 1,712 882 ▲ 168 2.0 1,880 931 平日運行

1～4便計 2.1 2,051 968 107 2.0 1,944 950 ▲ 3 2.0 1,947 953 平日運行

合計 4.4 48,100 11,051 347 4.3 47,753 11,163 ▲ 947 4.2 48,700 11,590

1～5便計 3.8 4,315 1,125 1,378 2.6 2,937 1,126 ▲ 1,647 3.4 4,584 1,365 平日、土曜日運行　〔平日はスクール混乗〕

1～6便計 2.6 3,390 1,317 ▲ 177 2.7 3,567 1,320 ▲ 1,324 3.0 4,891 1,608 平日、土曜日運行　〔平日はスクール混乗〕

1～2便計 2.8 2,825 995 60 2.8 2,765 986 898 3.7 1,867 511 平日運行（H31.1.4より本格運行開始）

合計 3.1 10,530 3,437 1,261 2.7 9,269 3,432 ▲ 2,073 3.3 11,342 3,484

1～7便計 5.7 13,696 2,410 ▲ 1,396 6.3 15,092 2,411 155 6.2 14,937 2,409 毎日運行

1～6便計 4.9 7,084 1458 252 4.7 6,832 1464 ▲ 234 4.8 7,066 1458 平日運行

1～5便計 2.2 1,788 813 92 2.1 1,696 826 72 2.0 1,624 801 平日運行

1～5便計 2.2 2,007 927 ▲ 341 2.5 2,348 925 ▲ 64 2.6 2,412 921 平日運行

合計 4.4 24,575 5,608 ▲ 1,393 4.6 25,968 5,626 ▲ 71 4.7 26,039 5,589

1～4便計 3.9 3,437 882 ▲ 157 4.1 3,594 882 127 3.9 3,467 879 平日・土曜日運行　〔スクール混乗〕

1～4便計 5.3 4,659 882 ▲ 57 5.3 4,716 882 590 4.7 4,126 879 平日・土曜日運行　〔スクール混乗〕

1～4便計 2.5 2,170 882 ▲ 246 2.7 2,416 882 ▲ 80 2.8 2,496 879 平日・土曜日運行　〔スクール混乗〕

1～4便計 2.0 1,253 633 ▲ 223 2.1 1,476 704 358 1.8 1,118 624 平日運行

1～4便計 2.6 2,265 879 ▲ 262 2.7 2,527 921 437 2.5 2,090 825 平日運行

1～4便計 1.5 737 481 ▲ 214 1.7 951 555 200 1.4 751 537 平日運行

合計 3.1 14,521 4,639 ▲ 1,159 3.2 15,680 4,826 1,632 3.0 14,048 4,623

1～10便計 1.5 1,843 1192 ▲ 275 1.4 2,118 1485 ▲ 80 1.6 2,198 1398 平日運行

1～10便計 1.7 732 434 ▲ 345 1.8 1,077 585 ▲ 163 2.1 1,240 579 平日運行

合計 1.6 2,575 1,626 ▲ 620 1.5 3,195 2,070 ▲ 243 1.7 3,438 1,977

1～11便計 1.6 1,356 847 ▲ 58 1.6 1,414 877 ▲ 37 1.5 1,451 974 平日運行

1～11便計 1.4 1,144 789 ▲ 118 1.5 1,262 846 ▲ 173 1.6 1,435 924 平日運行

合計 1.5 2,500 1,636 ▲ 176 1.6 2,676 1,723 ▲ 210 1.5 2,886 1,898

合計 21.7 57,805 2,664 3,790 20.2 54,015 2,669 1,362 19.8 52,653 2,659 毎日運行

全計 5.2 160,606 30,661 2,050 5.0 158,556 31,509 ▲ 550 5.0 159,106 31,820

■市民バス見直し基準

■１日あたりの平均乗車人数が１．０人を下回る路線・便

平均乗
車数
（人）
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（回）
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（回）
春殖線 ４便 0.1 16 243 3 0.1 13 244 ▲ 15 0.1 28 245 平日運行

佐世線 ４便 0.6 151 243 ▲ 8 0.7 159 244 76 0.3 83 243 平日運行

３便 0.9 207 243 99 0.4 108 244 ▲ 27 0.6 135 243 平日運行

４便 0.2 37 243 ▲ 13 0.2 50 244 6 0.2 44 243 平日運行

２便 0.7 153 205 36 0.6 117 205 86 0.2 31 205 平日運行

海潮南回り線 ４便 0.5 116 243 ▲ 23 0.6 139 244 ▲ 20 0.7 159 243 平日運行

１便 0.2 11 51 ▲ 2 0.3 13 50 ▲ 28 0.8 41 50 土曜日運行

２便 0.0 1 51 0 0.0 1 50 ▲ 45 0.9 46 50 土曜日運行

３便 0.0 0 51 ▲ 1 0.0 1 50 ▲ 17 0.4 18 50 土曜日運行

南回り線 ５便 0.3 74 243 ▲ 131 0.8 205 244 ▲ 13 0.9 218 243 平日運行

６便 0.2 27 117 13 0.1 14 116 5 0.1 9 118 毎日運行（土・日・祝日）

木次三刀屋線 ２便 0.6 149 243 18 0.5 131 244 ▲ 31 0.7 162 243 平日運行

２便 0.7 34 51 8 0.5 26 50 ▲ 11 0.7 37 50 土曜日運行

３便 0.4 20 51 ▲ 23 0.9 43 50 ▲ 22 1.3 65 50 土曜日運行

３便 1.0 238 243 ▲ 80 1.3 318 244 ▲ 96 1.7 414 243 平日運行

４便 0.4 86 243 ▲ 53 0.6 139 244 ▲ 32 0.7 171 243 平日運行

１便 0.6 30 51 ▲ 11 0.8 41 50 ▲ 15 1.1 56 50 土曜日運行

２便 0.6 32 51 ▲ 2 0.7 34 50 ▲ 31 1.3 65 50 土曜日運行

３便 0.4 19 51 3 0.3 16 50 ▲ 21 0.7 37 50 土曜日運行

だんだんタクシー佐世線

雲南市民バス運行路線（便）毎の利用状況について

地域 路線名 便名

令和6年度（年間実績）
R6とR5

増減人数

令和5年度（年間実績）
R5とR4

増減人数

令和4年度（年間実績）

摘　　要

だんだんﾀｸｼｰ
阿用・久野線

だんだんタクシー
塩田線

だんだんタクシー
海潮線

加茂

北回り線

南回り線

だんだんタクシー加茂線

大東

春殖線

幡屋線

佐世線

阿用・久野線

塩田線

海潮北回り線

海潮南回り線

だんだんﾀｸｼｰ
春殖・幡屋線

掛合

だんだんタクシー北部線

だんだんタクシー南部線

木次

北原線

木次三刀屋線

だんだんタクシー
日登線

だんだんタクシー
西日登線

三刀屋

中野線

根波線

高窪・伊萱線

だんだんタクシー鍋山線

だんだんタクシー飯石・中野線

だんだんタクシー高窪・伊萱線

吉田

だんだんバス吉田線

だんだんバス田井線

加茂
北回り線

広域 吉田大東線

　平成１９年度より「１日当たりの乗車人数が平均１．０人を下回る便については、事前に利用状況を公表し、なお改善が見られない場合は、当該対象便の廃止を検討する。ただし、児童・生徒
の通学便（スクールバス利用）については、廃止をしない。」こととしております。

地域 路線名 便名

令和6年度（年間実績）
R6とR5

増減人数

令和5年度（年間実績）
R5とR4

増減人数

令和4年度（年間実績）

摘　　要

大東 阿用・久野線

塩田線

三刀屋

中野線

北原線

高窪・伊萱線

木次



 

令和６年度 事業報告について 
 

 

１．会議等開催報告 

（１）協議会 

 

①第１回 

■日 時  令和６年６月２５日（火）午前１０時００分から 

■場 所   雲南市役所２階２０４・２０５・２０６会議室 

■議 題   （１）役員の選任について 

       （２）規約の改正 

       （３）令和５年度 事業報告について 

       （４）令和６年度事業計画（案）について 

（５）一畑バス大東線の廃止について 

（６）雲南市民バス大東松江乃木線の運行について 

（７）地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域内フィーダー系統確保維

持費国庫補助金）申請にかかる「生活交通確保維持改善計画」策定につ

いて（対象：大東松江乃木線、吉田だんだんバス） 

（８）自家用有償旅客運送（市町村運営有償運送）変更登録申請について  

（９）雲南市地域公共交通網形成計画の変更について 

 

②第２回（書面審議） 

■審議期間  令和６年８月１９日（月）から令和６年８月２２日(木) 

■場 所   雲南市役所５階全員協議会室 

■議 題   （１）地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域公共交通バリア解消等促  

進事業）申請に係る「生活交通改善事業計画」策定について（対象：福

祉タクシーかごや） 

       （２）雲南市民バス定期乗車券区分の追加について 

 

③第３回（書面審議） 

■審議期間  令和６年１２月２４日（火)午前１０時００分から 

■議 題   （１）地域公共交通確保維持改善事業の事業評価について 

       （２）バス停乗降場所の変更について 

       （３）市民バス定期券の区間別乗車料金の撤廃の検討について 

       （４）雲南市地域公共交通計画の策定について 

          

④第４回 

■日 時   令和７年２月２０日（木） 午後２時３０分から 

■場 所   雲南市役所５階全員協議会室 

■議 題   （１）雲南市民バス（７８・７９条運行）のダイヤ改正について 

１）広域バス 

２）大東地域バス 

３）加茂地域バス 

４）木次地域バス 

（２）雲南市地域公共交通計画の策定について 

   ■その他   （１）雲南市民バス時刻表の配布について 

  

 

資料№２ 



令和７年度 事業計画（案）について 

 

雲南市地域公共交通協議会設置要綱第１９条の規定に基づき、令和７年度の事業計画(案)

について諮ります。 

 

令和７年度 事業計画(案) 

項   目 内     容 

会  議  等 
・協議会の開催    随時 

・分科会の開催    必要に応じて 

事     業 

・「生活交通確保維持改善計画」の策定 

（地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金申請） 

・「雲南市地域公共交通再編実施計画」に基づく再編実施 

１）令和８年度の運行体制、運行内容の整理 

 ２）ＪＲ木次線の利用促進に係る公共交通再編の検討 

・雲南市地域公共交通計画（R8.10～R11.9）の策定準備 

   

 

 

資料№３ 



1．運行路線 大東松江乃木線

2．運行期間　　 令和6年10月１日～令和7年3月31日

3．運行実績

平日 土日祝 雲南市 松江市 平日 土日祝 平日 土日祝

大東駅前 勝負、福富橋 乃木駅 往 3 1 12.15 9.55 36.45 12.15 28.65 9.55

乃木駅 勝負、福富橋 大東駅前 復 4 2 12.15 9.55 48.60 24.30 38.20 19.10

大東駅前 市立病院 乃木駅 往 4 4 12.15 11.05 48.60 48.60 44.20 44.20

乃木駅 市立病院 大東駅前 復 3 3 12.15 11.05 36.45 36.45 33.15 33.15

4．乗車人員

人

5．運行収支

円

円

円

円

円

資料№４

終点

10月

106.0

按分比率

170.1 121.5 144.2

58

平日

120

14 10

年間運行キロ数

27,459.0

23,452.0

50,911.0

土日祝

令和６年度　雲南市民バス大東松江乃木線運行実績

1

53.94%

46.06%

2

往復
の別

運行便数
（１日当り）

キロ程
１日当りの運行キロ

雲南市 松江市
系統番
号

起点 経過地

R6.10.1～
R7.3.31

運行区分

雲南市

松江市

合　計

1,344980

11月 12月 1月 2月

運賃収入

運行経費 委託料、修繕費、保険料他

県補助

松江市

雲南市

費用負担

合計 6,576

18,927,226

1,912,880

5,333,000

5,380,428

6,300,918

3月

1,070 1,019 1,022 1,141



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） R8年度

起点 経由地 終点 運行態様の別
基準ハで該
当する要件
（別表７・９）

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

基準ホで該
当する要件
（別表７のみ）

飯南町

雲南市

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

雲南市

雲南市
松江市 雲南市

雲南市

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

運
送
継
続
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７・別表９・別表１０）

(1) 吉田ルート

市区町村名 運送予定者名
運行系統名等
（申請番号）

運行系統

系統
キロ程

③
復36.3ｋｍ

(2) 田井ルート

菅谷
杉戸
民谷

往36.3ｋｍ

242日

②（１）

②（１）地域間幹線バス系
統　雲南市民バス吉田大
東線　JA吉田前バス停と
接続
②（１）地域間幹線バス系
統　雲南市民バス　北原線
深野バス停と接続

③
復28.1ｋｍ

区域運行
川手
上山
曽木

620回 区域運行 ②（１）
②（１）地域間幹線バス系
統　雲南市民バス吉田大
東線　JA吉田前バス停と
接続

(3)
大東地域バス

大東松江乃木線
大東
駅前

往28.1ｋｍ

242日 225回

路線定期
運行

②（１）
②（１）地域間幹線バス系
統　一畑バス玉造線と乃木
駅バス停で接続

③
復 22.5ｋｍ

松江
市立
病院

乃木駅

往22.5ｋｍ

361日 1,263.5回

②（１）地域間幹線バス系
統　一畑バス玉造線と乃木
駅バス停で接続

③
復21.7ｋｍ

勝負 乃木駅

往21.7ｋｍ

361日 1,025.5回

飯南町 (5) 赤名吉田線 赤名

路線定期
運行

②（１）(4)
大東地域バス

大東松江乃木線
大東
駅前

路線定期
運行

②（１）

・地域間幹線バス系統と接続（松江
広島線・出雲広島線と接続）・バス停
留所共有（たたらば壱番地）
・補助対象地域フィーダー系統と接
続（備北交通・赤名線と接続）・バス
停留所共有（赤名駅）
・乗り継ぎに適したダイヤの設定

③
復42.9ｋｍ

頓原
たたら
ば壱
番地

往42.7ｋｍ

365日 1,460回

Administrator
テキストボックス
資料№５
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令和７年６月３０日 

 

          （名称）雲南市地域公共交通協議会           
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

雲南市においては、市町村合併前の旧町村を結ぶ幹線交通である広域バスを軸に、支線

の役割を果たす地域バス、乗合タクシーにより、公共交通網を構成している。これらの交

通については、車を運転できない高齢者等を中心に、雲南市立病院・中心市街地の商業施

設等への移動、生活に必要不可欠な交通として機能している一方、人口減少と自家用車の

普及による公共交通機関利用者数の減少が運行収支の悪化と行政負担を増加させており、

運行継続上の課題となっている。 

また、飯南町生活路線バス「赤名吉田線」は、飯南町から雲南市へ乗り入れる路線であ

り、飯南町と停留所や時刻などを調整し、運行を実施している。地域幹線系統に乗り換え

ることによって、通院・通学・買物等の移動範囲が更に広がることにより、高齢者や高校

生等を中心とした利用者の移動手段として必要不可欠な交通手段になっているが、昨今の

運転士不足等による影響も今後出てくることが懸念され、注視が必要な状況となっている。 

こういった状況の中、令和6年9月末をもって、ドライバー不足を理由に一畑バス大東線

が廃止となり、その代替路線として新たに令和6年10月から大東地域バス「大東松江乃木線」

（松江市との共同運行）の運行を開始した。当該路線についても、路線廃止となる地域の

住民の生活に不可欠な移動手段であることから、引き続き、運行継続の必要性が高まるこ

とが予想される。 

以上の点から、吉田町内を予約型で運行し幹線交通である広域バスに接続する吉田地域

予約（デマンド型）バス「吉田だんだんバス」および大東地域バス「大東松江乃木線」、飯

南町生活路線バス「赤名吉田線」の運行を確保・維持し、生活交通手段を存続させていく

ためには、地域公共交通確保維持事業により、運行収支の改善と行政負担の軽減を図るこ

とが必要である。 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

【大東地域バス「大東松江乃木線」】 

市域全域が過疎地域で少子高齢化が進行している雲南市においては、運行実績の改善は困

難であり現状からの微増で目標設定をしている。 

 

上記を踏まえ公共交通サービスを確保するため、目標を以下のように設定する。 

目標 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

利用者数（１運行当たり） 3.0人以上 3.1人以上 3.2人以上 

住民満足度 52％ 53％ 53％ 

１運行当たりの利用者数については、令和6年度の平均利用者数を参考に目標値を設定している

。（参考：令和6年度利用者数 6,576人 平均2.9人／1運行あたり） 

また、雲南市からの支出を14,000千円以下、収支率を3.1％以上とする。 

 

住民満足度（実績）平成26年42.2%  平成27年 45.3%  平成28年 55.8%  平成29年 57.3％ 

平成30年55.1% 令和元年度48.5% 令和2年度51.7% 令和3年度53.2% 令和4年度53.0% 

令和 5年度 51.7% 令和 6年度 48.8%を基に設定。 

公共交通を維持するための経費が年々増加傾向にある中、運行を効率化し、経費の抑制を

図っているが、どうしても不利益を被る地域が出てくるため、住民満足度が伸び悩んでい

る。 

令和 8年度以降の目標設定については、現状を鑑み設定している。 
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【吉田地域バス「吉田だんだんバス」】 

市域全域が過疎地域で少子高齢化が進行している雲南市においては、運行実績の改善は困

難であり現状維持が目標となる。 

 

上記を踏まえ公共交通サービスを確保するため、目標を以下のように設定する。 

目標 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

利用者数（１運行当たり） 2.3 人以上 2.3 人以上 2.3 人以上 

住民満足度 52％ 53％ 53％ 

１運行当たりの利用者数については、雲南市内他地域で運行しているデマンド型乗合タク

シー（通称：だんだんタクシー）１便当たりの平均利用者数と同数を目標として設定して

いる。 

また、雲南市からの支出を 11,000 千円、収支率を 3.1％以上とする。 

 

住民満足度（実績）平成26年42.2%  平成27年 45.3%  平成28年 55.8%  平成29年 57.3％ 

平成30年55.1% 令和元年度48.5% 令和2年度51.7% 令和3年度53.2% 令和4年度53.0% 

令和 5年度 51.7% 令和 6年度 48.8%を基に設定。 

公共交通を維持するための経費が年々増加傾向にある中、運行を効率化し、経費の抑制を

図っているが、どうしても不利益を被る地域が出てくるため、住民満足度が伸び悩んでい

る。 

令和 8年度以降の目標設定については、現状を鑑み設定している。 

 

【飯南町生活路線バス「赤名吉田線」】 

項    目 目標の基礎となる数値 目標数値 

１便あたり利用者数 ２．４人（令和６年度） 令和 8～10 年度 2.5 人以上 

目標の基礎となる数値については、令和６年度実績としている。令和６年度以降の目標数

値については、利用者の自然減（死亡・施設入所等）で、利用者が年々減少傾向にあるた

め、通勤者・公民館事業等において利用をＰＲして、赤名吉田線の利用促進を図っていく。

これらの現状と対策により、目標基礎数値に対して現状から微増とした。 

また雲南市からの支出を 4,000 千円以下、収支率を 5.8％以上とする。 

 

（２）事業の効果 

【大東地域バス「大東松江乃木線」】 

運行路線沿線に居住する地域住民の日常生活における移動手段が確保されるとともに、地

域間交通ネットワークとの接続により、地域内から中心市街地等への広域的な移動手段が

確保される。さらには、高齢者の外出促進、地域活性化につながる。 

 

【吉田地域バス「吉田だんだんバス」】 

運行路線沿線に居住する地域住民の日常生活における移動手段が確保されるとともに、地

域間交通ネットワークとの接続により、吉田地域内から雲南市中心市街地等への広域的な

移動手段が確保される。さらには、高齢者の外出促進、地域活性化につながる。 

 

【飯南町生活路線バス「赤名吉田線」】 

・中高生の遠距離通学の支援 

・高齢者の通院、買物等の外出支援による生活水準の維持 

・地域間や隣接自治体との連携強化 

・利用者の満足向上に伴う利用実績の向上 

・利用者実績の向上に伴う地域公共交通の活性化 

・利用者実績の向上に伴う地域・住民活動の活性化 
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３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

【大東地域バス「大東松江乃木線」、吉田地域バス「吉田だんだんバス」、飯南町生活路線

バス「赤名吉田線」】 

・市民バス路線図、ＪＲ等他の公共交通機関ダイヤを掲載した時刻表を市内全戸配布（雲

南市） 

・分かりやすい乗り継ぎ情報の提供（雲南市） 

・地域住民組織を通じて市民バスの利用実績をお知らせし、利用促進を図る。（雲南市） 

 

 

 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 
・地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付。 

・路線の概要（路線図、時刻表・運行期間等）を添付。 

 

 

 

 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

【大東地域バス「大東松江乃木線」】 

運行については雲南市から運行事業者へ委託しており、運行経費から運行収入及び国庫補

助金等を差し引いた差額分については、雲南市及び松江市が負担することとしている。 

 
【吉田地域バス「吉田だんだんバス」】 

運行については雲南市から運行事業者へ委託しており、運行経費から運行収入及び国庫補

助金等を差し引いた差額分については、雲南市が負担することとしている。 

 

【飯南町生活路線バス「赤名吉田線」】 

赤名吉田線は運行委託のため、補助対象経費から国庫補助金額等の差額分を引いた額を委

託料として飯南町及び雲南市が負担することとしている。 

 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

・運行事業者からの提供データによる利用者数や収支状況のモニタリング（毎年度実施） 

・市民アンケート調査により路線バスに対する総合的な満足度、公共交通による外出頻度

等を把握（令和 7年度に実施予定） 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 
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９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

※表５を参照 

 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 
※該当なし 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 
※該当なし 

 

（２）事業の効果 

※該当なし 

 

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 
※該当なし 

 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 ※該当なし 

 

 

（２）事業の効果 

 ※該当なし 
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17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 
 ※該当なし 

 

18．協議会の開催状況と主な議論 

○平成２８年 ６月２８日 地域公共交通確保維持事業に係る「地域内フィーダー系統確

保維持計画（H29-31）」について合意 

○平成２９年 ２月２２日 吉田地域デマンドバスの改正（区域・ダイヤ）について合意 

地域公共交通確保維持事業に係る 

「地域内フィーダー系統確保維持計画（H29-31）」変更につい

て合意 

○平成２９年 ６月２７日 事業報告及び事業計画について協議 

○平成２９年 ８月３０日 地域公共交通確保維持事業に係る 

「地域内フィーダー系統確保維持計画（H30-32）」について合意 

○平成３０年 ２月 ７日 雲南市民バスのルート・ダイヤ及びバス停留所の変更につい

て合意 

○平成３０年 ６月２８日 地域公共交通確保維持事業に係る 

「地域内フィーダー系統確保維持計画（H31-33）」について合意 

○平成３１年 ２月１９日 雲南市民バスのルート・ダイヤ及びバス停留所の変更につい

て合意 

○令和 元年 ６月２５日 地域公共交通確保維持事業に係る 

「地域内フィーダー系統確保維持計画（R2-4）」について合意 

○令和 元年１０月３０日 地域公共交通網形成計画策定の進捗状況について報告 

○令和 元年１２月２３日 地域公共交通網形成計画の原案について協議 

○令和 ２年 ２月２１日 雲南市民バスのルート・ダイヤ及びバス停留所の変更につい

て合意 

             地域公共交通網形成計画の成案について協議 

○令和 ２年 ７月１６日 地域公共交通確保維持事業に係る 

「地域内フィーダー系統確保維持計画（R3-5）」について合意 

○令和 ２年１０月２９日 地域公共交通再編実施計画策定の進捗状況について報告 

○令和 ２年１２月２４日 地域公共交通網形成計画の実施状況について 

地域公共交通再編実施計画の原案について協議 

○令和 ３年 ２月２２日 雲南市民バスのルート・ダイヤ及びバス停留所の変更につい

て合意 

             だんだんタクシーの運行内容変更について合意 

地域公共交通再編実施計画策定の進捗状況について報告 

○令和 ３年 ３月２３日 地域公共交通再編実施計画の成案について協議 

○令和 ３年 ６月２４日 事業報告及び事業計画について協議 

地域公共交通確保維持事業に係る 

「地域内フィーダー系統確保維持計画（R4-6）」について合意 

○令和 ３年 ９月１６日 豪雨災害による路線変更、バス停乗降場所の変更について合                      

                          意 

                          地域公共交通再編実施に基づく、再編の方向性について協議 

○令和 ３年１２月２３日 バス停乗降場所の変更について合意 

○令和 ４年 ２月２４日 雲南市民バスのルート・ダイヤ及びバス停留所の変更につい

て合意 

             だんだんタクシーの運行内容変更について合意 

○令和 ４年 ６月２７日 事業報告及び事業計画について協議 

地域公共交通確保維持事業に係る 

「地域内フィーダー系統確保維持計画（R5-7）」について合意 

○令和 ４年 ９月１６日 豪雨災害による路線変更、バス停乗降場所の変更について合          

                          意 
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                          地域公共交通再編実施に基づく、再編の方向性について協議 

○令和 ４年１２月２３日 地域公共交通確保維持改善事業事業評価（R4）合意 

○令和 ５年 ２月２０日 雲南市民バスのルート・ダイヤの変更について合意 

             だんだんタクシーの運行内容変更について合意 

○令和 ５年 ６月２６日 事業報告及び事業計画について協議 

地域公共交通確保維持事業に係る 

「地域内フィーダー系統確保維持計画（R6-8）」について合意 

○令和 ５年 ９月１５日 地域公共交通再編実施に基づく、再編の方向性について協議 

○令和 ５年１２月２２日 地域公共交通確保維持改善事業事業評価（R5）合意 

○令和 ６年 ２月２１日 雲南市民バスのルート・ダイヤ及びバス停留所の変更につい

て合意 

             だんだんタクシーの運行内容変更について合意 

〇令和 ６年 ６月２５日 事業報告及び事業計画について協議 

             一畑バス大東線の廃止について協議 

             大東地域バス「大東松江乃木線」の運行について協議 

雲南市地域公共交通網形成計画の変更について協議 

地域公共交通確保維持事業に係る 

「地域内フィーダー系統確保維持計画（R7-9）」について合意 

○令和 ６年 ８月２３日 地域公共交通確保維持事業に係る 

「生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業）」 

策定について合意 

○令和 ６年１２月２３日 地域公共交通確保維持改善事業事業評価（R6）合意 

○令和 ７年 ２月２０日 雲南市民バスのルート・ダイヤの変更について合意 

             だんだんタクシーの運行内容変更について合意 

地域公共交通確保維持事業に係る「地域内フィーダー系統 

確保維持計画（R7-9）」の変更について合意 

             雲南市地域公共交通計画策定について協議 

〇令和 ７年 ６月２５日 事業報告及び事業計画について協議 

             地域公共交通確保維持事業に係る 

「地域内フィーダー系統確保維持計画（R8-10）」について合意 

雲南市地域公共交通計画策定について協議 

 

19．利用者等の意見の反映状況 

毎年、雲南市地域公共交通協議会を開催し、雲南市の公共交通について協議を行ってい

る。 

その際、協議会構成員として市民及び利用者代表の方に参画いただき、利用者の立場から

ご発言いただき、具体的な運行内容変更に反映させている。 

また必要に応じて、地域住民組織や関係機関と協議を行い、運行内容に対する意見を聴取

し運行内容の変更に反映させている。こうした利用者ニーズ把握の取組については、今後

も継続して行う。 

 一畑バスの路線廃止伴う「大東松江乃木線」の運行については、以下のとおり沿線地域

住民を対象に説明会を実施し、意見収集を行った。 

実施日 対象地域 出席者 

令和６年２月２２日（木） 海潮地区 沿線住民、自主組織役員 

令和６年２月２６日（月） 大東地区 沿線住民、自主組織役員 

令和６年５月８日（水） 海潮地区 自主組織役員 

令和元年度には、地域公共交通網形成計画策定に係る市民・高校生・住民組織等を対象

としたアンケートを実施し、運行の見直しに意見を反映させているが、同様に今年度も地

域公共交通計画策定に係る市民・高校生・住民組織等を対象としたアンケートを実施し、

運行の見直しに意見を反映させる予定としている。 
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【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所） 島根県雲南市木次町里方５２１－１                 

（所 属） 雲南市政策企画部  

うんなん暮らし推進課 交通政策室                   

（氏 名） 丹波 鉄也                

（電 話） ０８５４－４０－１０１４                 

（e-mail）  koutsuseisaku@city.unnan.shimane.jp  
 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 

mailto:e-mail）%20%20koutsuseisaku@city.unnan.shimane.jp


表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

市区町村名 雲南市

人　口

人口集中地区以外 36,007

交通不便地域等 36,007

人　口 対象地区 根拠法

27,355
雲南市

（山村振興法の地域を除く）
　過疎地域の持続的発展の
　支援に関する特別措置法

8,652
旧阿用村、旧海潮村、旧温泉村、旧飯石
村、旧中野村、旧鍋山村、旧田井村、旧
吉田村、旧波多村、旧多根村、旧松笠村

　過疎地域の持続的発展の
　支援に関する特別措置法

　／山村振興法

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

雲南市地域公共交通計画 R2.3.18 R3

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交
通不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の
合計（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法
律（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村
名等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する
場合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」
と記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方
運輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定す
る交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を
基に記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当
しない地区の人口を記載すること。
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【加茂地域バス】ルートの変更及び畑バス停の乗降場所の変更について 

 

〇該当路線数 

 １路線：加茂北回り線 

〇変更日 

 関係者協議が整い次第速やかに実施 

〇変更内容 

 ルートの変更に伴うバス停の移設 

 兼ねてより加茂町畑地内での終点場所における市民バスの後進による方向

転換が課題となっていましたが、地元自治会との協議が整いましたので、加

茂北回り線のルートと「畑」バス停を図１のように変更、移設します。 
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新設バス停 

＜図２＞ 

 

300ｍ 

＜図１＞ 

＜図３＞ ＜図４＞ 
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【大東地域バス】東町バス停及び東大橋バス停の乗降場所の変更について 

 

〇該当路線数 

 ４路線：大東松江乃木線、塩田線、海潮北回り線、海潮南回り線 

〇変更日 

 関係者協議が整い次第速やかに実施 

〇変更内容 

 バス停の移設 

 県道松江木次線大東地内における道路改良工事が完了し、バス専用の停車帯

ができましたので、「東町」バス停及び「東大橋」バス停を図１のように移

設します。 

 年度途中の移設であるため、ご利用の方が迷われることがないよう今年度は

両方のバス停を明記します。次年度ダイヤから両バス停を１つに統合します。

新しいバス停名は今後検討します。 

 なお、現在、「東町」及び「東大橋」は同一時刻で運行しています。 
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新設バス停 

160ｍ 

＜図１＞ 

【大東方向】 

東町・東大橋バス停 

既に１カ所で運用しています。 

【松江方向】 

東町バス停 

【松江方向】 

東大橋バス停 

【新設】バス停 

40ｍ 
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【大東地域バス】旧海潮中学校敷地内へのバス停新設について 

 

〇該当路線数 

 ２路線：海潮北回り線、海潮南回り線 

〇変更日 

 令和７年９月１日 

〇変更内容 

 バス停の新設 

雲南市教育委員会から子供の乗降時の安全確保等の観点から現在の旧海潮中

学校敷地内（駐車場）にバスを入れ、敷地内において乗降を行ってほしい旨の

要望があり、現地を確認したところ、現在のルートから大きく外れないこと、

バス停間の所要時間が大きく変わらないことから新設可能と判断しましたの

で、海潮北回り線、海潮南回り線で旧海潮中学校敷地内（駐車場）にバス停を

新設します。 

  

 

 

具体的な運行（停車・乗降場所や敷地内のバスルート、バス停名等）については、

学校・バス運行事業者等、関係者により調整することとします。 
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雲南市地域公共交通計画策定
〜計画の期間〜

【既存】 令和２年４月〜令和８年９月
＊コロナ禍により、計画の実行期間を２年延長

【次期】 令和８年１０月〜 ５年間

〜計画の目的〜

雲南市の公共交通施策マスタープランである「雲南市地域公共交通計画」（令和８年

１０月から５年間の計画）については、現在の雲南市における公共交通の現状、問題点

及び将来見通しを再度分析し、変化する環境やニーズ、担い手が減少していく地域社会

において、持続可能な地域公共交通網の構築を目指して、策定を進めていく必要がある。

また、雲南市は令和7年度から10年間のまちづくりの指針となる第3次雲南市総合計画

が「変わらず、変える」を基本理念とし、「えすこな雲南市」を10年後のめざす将来像とし

てスタート。なかでも『交通』は基本構想の3つの柱の「えすこに暮らす」の中のひとつで

あり、また12の施策を設ける中で、『公共交通のリ・デザイン』はシンボルプロジェクトと

して重要な位置づけとしている。それぞれの計画の方向性を共有・連動して、「えすこ」に

暮らせる雲南市の実現を目指し、次期「雲南市地域公共交通計画」の計画策定を進める。

1



2



3



4



〜次期計画で目指す将来像 〜

それぞれの交通体系（ ＪＲ・バス・タクシー・地域共助交通）が連携し、

持続可能で田舎でも暮らしやすく、誰もが利用しやすい交通ネットワークの構築

5

雲南市地域公共交通計画策定

組合せや役割分担を「えすこ」にすることで
持続可能で暮らしやすい交通ネットワークを構築する



6

〜計画策定の主な論点〜

○長大路線である吉田大東線の再編
→ 接続の柔軟性確保、結節点となるハブの環境、長距離・長時間運行の回避、リスク回避

○現状の交通網での移動の可能性

→ 幹線（広域バス・高速バス・JR）との接続、乗換による移動手段の洗い出し、利用者の乗換や

利用方法に対する理解

○ニーズに対するデマンド運行の検討

→ 一般タクシーとの役割分担、料金体系、定時定路線・スクール混乗の見直し

○交通が不足する地域や時間帯の解消

→ 夜間の移動手段の確保、地域住民の共助交通による移動支援、人材育成・確保

○ＩＣ導入や配車アプリなどのデジタル技術活用の検討

→ 利用者の利便性・拡張性・効率性の向上による利用者増、ドライバーや受付の負担軽減

雲南市地域公共交通計画策定



移動手段の現状と課題感（イメージ）

7

【市内移動】
広域バス

（長大路線リスク）【町内移動】
地域バス

（スクール混乗・利用減）
だんだんタクシー

（利便性と費用増）
だんだんバス【地域内移動】

（不足）

輸送人数

利
用
者
特
定
性

少 多

特
定

不
特
定 （ 担い手・ドライバー不足 ）

一般タクシー

【市外移動】
ＪＲ・民間バス

（ 接続が取りづらい ）

（乗換不便 ）



共助

公助

目指すべき姿（イメージ）

8

【市内移動】
広域バス

（ 循環型・
分割再編 ）

【町内移動】
地域バス or 

スクール専用
（ｽｸｰﾙ混乗解消）
だんだんタクシー

だんだんバス
（新たな交通モード）

【地域内移動】

（地域共助交通）

輸送人数

利
用
者
特
定
性

少 多

特
定

不
特
定

一般タクシー

（ 担い手確保 ）

【市外移動】
ＪＲ・民間バス

（ 接続確保 ）

（ 乗換環境の整備）
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〜雲南市地域公共交通計画の策定のポイント〜

◎「総働」による計画の策定
↓

利用者・地域・業界等、様々な人・分野を巻き込み、
学習を含めた検討を行うため、策定プロセスを重視し、
効果的に進める。

【スケジュール】

令和７年 ６月〜 概況・移動実態・ニーズ調査（アンケート・関係者ヒアリング等）
円卓会議・住民ワークショップ（旧町単位での意見交換会等）ほか

令和７年１１月 計画骨子（将来像・基本方針・基本目標等）

令和８年 ２月 計画素案

令和８年 ３月 パブリックコメント

令和８年 ９月 計画策定



【スケジュール】

令和7年 令和8年

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

1.雲南市の概況整理

２．雲南市の移動実態及び
ニーズ調査

（１）市民アンケート

（２）高校生アンケート

（３）住民組織アンケート

（４）関係者ヒアリング

（５）住民ワークショップ

（６）地域公共交通の
現状分析

３．問題点の抽出・
課題の整理

４．雲南市地域
公共交通計画（素案）策定

５．交通協議会の開催

6．打合せ協議※ ● ● ●

７．市報等を活用した
広報・周知

夏休み期間を
外して実施

調査結果の共有

調査準備 実施 集計・分析

調査準備
調整 実施 集計・分析

調査準備 実施 集計・分析

調査準備 実施・とりまとめ

１０

実施

実施

第1回 第2回 第3回

実施

将来像、基本方針、基本目標の検討

庁内調整①

事業・実施主体の検討

現行計画の評価・検証

課題の整理

庁内調整②

第1回 第2回

交通事業者
との調整

準備 実施

反映

※打合せ協議は必要に応じて適宜実施する



ＪＲ木次線の補助事業等について 

＜雲南市の取り組み＞ 

 

 

 

＜木次線利活用推進協議会の取り組み＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇事業① 「木次線で GO！」二次交通を含めた木次線乗車を伴う移動に要する経費の半額を補助 

 3 名以上が 3 区間以上のＪＲ木次線乗車を含む旅行等の移動をした場合、ＪＲ運賃及び貸切バス・タク

シー・レンタカー・レンタサイクルなどに要する経費に対して 1/2（上限 10 万円）を補助します。 

 ※貸切バス等の補助金額は上限が 50,000 円 

  ただし、出雲横田～備後落合間を 1 区間でも乗車されれば、 

  上限 70,000 円となります。 

 ※観光列車「あめつち」も対象となります。 

 

 

 〇事業② 遠足等で利用するＪＲ木次線乗車運賃を全額助成

（幼保子ども園、小・中・高校、特別支援学校対象） 

遠足や学校行事等でＪＲ木次線を利用した市内の幼保こども

園、小・中・高等学校、特別支援学校の園児、児童、生徒及び

先生に対し、ＪＲ運賃（木次線の区間のみ。観光列車「あめつ

ち」のグリーン料金は除く。）を全額助成します 

〇事業③ＪＲ木次線利用促進イベントを支援（市民対象） 

団体が行うＪＲ木次線の利用促進を図るためのイベント

や、地域イベントとコラボすることでＪＲ木次線の利用者

増加が見込まれるものに対し、必要な経費の一部を助成。

助成額は１申請につき上限 50,000 円。 

対象となる団体や対象経費、申請期限など詳しくは、お問

合せください。 

 

資料№８ 

〇事業「ＪＲ木次線利用促進事業」 

・JR 木次線区間の定期券を所持している方に対して、市民バス定期券代を全額免除 

【実績 Ｒ7.4月末時点】 

利用者： 124 人（ R6実績 57 人 ） 


